
整理番号８    一般社団法人静岡県バレーボール協会 情報公開規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、法令又は当法人定款第５１条第２項の規定に基づき、当法人の情報公開に関し必

要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２条 この規程において「情報」とは、当法人において業務上作成され又は取得した文書、記録、図

画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られた記録をいう。）であって、当法人が保有しているものをいう。 

 

（当法人の責務） 

第３条 この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開することの趣旨を尊重す

るとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければなら

ない。 

 

（情報公開の対象資料等） 

第４条 当法人において情報公開の対象とする資料は、次のとおりとする。 

（１）定款及び細則 

（２）役員等名簿（理事、監事、代議員の氏名及び住所を記載した名簿） 

（３）事業計画書 

（４）収支予算書 

（５）収支決算書 

（６）貸借対照表 

（７）損益計算書（正味財産増減計算書） 

（８）事業報告 

（９）附属明細書 

（10）監査報告書 

（11）財産目録 

（12）運営組織及び事業活動の状況の概要 

（13）特別委員会報告書 

２ （２）役員等名簿について、当法人の会員以外の者から閲覧の請求があった場合には、これらに記

載され又は記録された事項中、個人の住所、勤務先等の個人を識別できる記載又は記録の部分を除外

して、これらの閲覧をさせることができる。 

３ （13）特別委員会報告書に関しては、当該事項に関する事実内容確認及び事務処理がすべて終了し

た上で、これらに記載された事項中、個人の住所等に係る記載又は記録の部分を除外し閲覧させるこ

とができる。 

 

（閲覧場所・閲覧時期） 

第５条 公開対象資料の閲覧場所は、当法人の事務局とする。 

２ 閲覧の日は、当法人の休日以外の日とし、閲覧の時間は当法人の業務時間内とする。 

 

 



（閲覧の申請手続） 

第６条 公開対象資料の閲覧を希望する者は、閲覧申請書（第６号様式）に必要事項を記載し、会長に

提出しなければならない。 

２ 事務局の情報公開事務担当者は、前項の閲覧申請書を受理したときは、閲覧受付及び対応記録簿（第

７号様式）に必要事項を記載しなければならない。 

３ 閲覧者から資料について説明を求められたときは、事務局長が指名した者が説明し、その経過を閲 

覧受付及び対応記録簿（第７号様式）に記載しなければならない。 

 

（閲覧、謄写の立ち合い） 

第７条 閲覧、謄写（法令において謄写が認められている場合及び当法人において特に認めた場合）は、

事務局長が指名した者が立ち合う。また、閲覧者はこれを拒むことができない。 

 

（費用負担） 

第８条 公開対象資料の閲覧は、無料とする。ただし、謄写の場合は、実費負担とする。 

 

（閲覧者の責務） 

第９条 第４条に規定する資料を閲覧又は謄写した者は、これによって得た情報を本来の目的以外に利

用してはならない。 

 

（電磁的記録） 

第10条 公開対象資料が電磁的記録をもって作成されている場合の閲覧請求等については、法令に定め

るところによる。 

 

（規程の改正等） 

第11条 この規程の改正等は、理事会の決議を経て行う。 

 

第 12条 この規程に定めるもののほか、当法人の個人情報の保護に関し必要な事項は理事会で定める。 

 

附則 この規程は、当法人の登記が行われた日から施行する。 

 

平成２９年４月３日施行 

平成３１年３月２４日改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第６号様式 

 

申請年月日    年   月   日 

 

閲覧（謄写）申請書 

 

一般社団法人静岡県バレーボール協会長 殿 

 

申請者住所  〒 

                    氏名 

                    電話 

閲覧（謄写）の目的 

 

 

 

閲覧資料 

（１）定款及び細則 

（２）役員等名簿（理事、監事、代議員の氏名及び住所を記載した名簿） 

（３）事業計画書 

（４）収支予算書 

（５）収支決算書 

（６）貸借対照表 

（７）損益計算書（正味財産増減計算書） 

（８）事業報告 

（９）附属明細書 

（10）監査報告書 

（11）財産目録 

（12）運営組織及び事業活動の状況の概要 

（13）特別委員会報告書 

（14）その他 

   資料の名称等：                            

 

 

 

 

 

 



 

 

               閲覧受付及び対応記録簿         第７号様式 

No. 年月日 申請者 受付対応者 対応記録（質疑応答など） 

 

 

 

 

   年 月 日 

 

 

   

 

 

 

 

   年 月 日 

 

 

   

 

 

 

 

   年 月 日 

 

 

   

 

 

 

 

   年 月 日 

 

 

   

 

 

 

 

   年 月 日 

 

 

   

 

 

 

 

   年 月 日 

 

 

   

 

 

 

 

   年 月 日 

 

 

   

 

 

 

 

   年 月 日 

 

 

   

 

 

 

 

   年 月 日 

 

 

   

 

 



 

 

一般社団法人静岡県バレーボール協会 個人情報保護規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、当法人の定款に定めるもののほか、個人情報保護法第４３条第１項の規定に基づ

き、個人情報の保護に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）個人情報：個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により

特定の個人を識別することができるもの  

（２）本人：個人情報によって識別される特定の個人  

（３）個人情報管理者：当法人の個人情報保護のための運用体制の管理に関する責任と権限を有する者 

 

（適用範囲） 

第３条 この規程は、当法人のすべての業務に対して適用する。 

２ 当法人の業務を外部に委託する場合も、この規程に従って個人情報の適正な保護を図るものとする。 

 

（個人情報の取得の原則） 

第４条 個人情報の取得は、利用目的を明確に定め、その目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ適法

な方法により行うものとする。 

 

（特定の個人情報の取得、利用、第三者提供の禁止） 

第５条 次の各号に掲げる特定の個人情報については、これを取得し、利用又は第三者に提供してはな

らない。ただし、法令に基づく場合及び本人の明白な同意があり、かつ業務遂行上必要な範囲におい

てはこの限りではない。 

（１）思想、信条及び宗教に関する事項 

（２）人種、民族、門地、本籍地、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項 

（３）勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項 

（４）集団示威行為への参加、請願権の行使、及びその他の政治的権利の行使に関する事項  

 

（直接本人から個人情報を取得する場合） 

第６条 直接本人から個人情報を取得する場合は、本人に対して、次の各号に掲げる事項を書面又はこれ 

に準ずる方法によって通知し、本人の同意を得なければならない。 

（１）個人情報の取得及び利用の具体的な目的 

（２）個人情報の提供を行うことが予定されている場合は、その具体的な目的、当該情報の受領者又は

受領者の組織の種類、属性 

（３）個人情報の取扱いを委託することが予定されている場合は、その旨 

（４）個人情報の提供は本人の任意であること及び当該情報を提供しなかった場合に本人に生じる結果 

（５）個人情報の開示を求める権利及び開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正又は削除を要求

する権利の存在、並びに当該権利を行使するための手続き 



 

 

（本人以外から間接的に個人情報を取得する場合） 

 第７条 本人以外から間接的に個人情報を取得する場合は、前条に掲げる事項を書面又はこれに準ずる

方法によって通知し、本人の同意を得なければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、この

限りでない。 

（１）本人の同意を得ている者から取得する場合 

（２）個人情報の取扱いを委託される場合 

（３）本人の保護に値する利益が侵害されるおそれがない場合 

 

（個人情報の移送、送信の原則） 

第８条 個人情報の移送、送信は、業務の遂行上必要な範囲内で、外部流出等の危険を防止する適切な方

法により行うものとする。 

 

（個人情報の利用、提供の原則）  

第９条 個人情報の利用、提供は、法令で定める場合を除き、第６条に基づき事前に本人の同意を得て、

利用目的の範囲内で行うものとする。 

２ 個人情報を提供する場合は、個人情報管理者の承認を得なければならない。 

 

（個人情報の目的外利用） 

 第１０条 利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合は、法令で定める場合を除き、第６条に掲

げる事項を書面又はこれに準ずる方法によって本人に通知し、事前に本人の同意を得なければならな

い。 

２ 利用目的の範囲を超えて個人情報を利用、提供するために本人の同意を求める場合は、事前に 個人

情報管理者の承認を得なければならない。 

 

（個人情報の管理の原則） 

第１１条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で、正確かつ最新の状態で管理するものとする。 

 

（個人情報の安全管理対策） 

 第１２条 個人情報管理者は、個人情報に関するリスクに対して適切な安全対策を講じなければならな

い。 

２ 個人情報が保存されている端末は、パスワードなど適切なアクセス制限を施すものとする。 

３ 個人情報が保存されている情報システム、情報機器は、外部媒体の接続及びネットワークの接続を

制限するものとする。 

 

（自己情報に関する権利） 

第１３条 本人から自己の情報の開示を求められた場合は、本人確認を適切に行った上で合理的な期間

内にこれに応じなければならない。 

２ 前項に基づく開示の結果、訂正、追加又は削除（以下「訂正等」という。）を求められた場合は、 原

則として、合理的な期間内にこれに応ずるとともに、訂正等を行った場合は、可能な範囲で当該個人

情報の受領者に対して通知しなければならない。 



 

 

（自己情報の利用又は提供の拒否） 

第１４条 本人から自己の情報の利用、提供を拒否された場合は、これに応じなければならない。ただ

し、法令に基づく場合は、この限りでない。 

 

（個人情報の消去及び廃棄） 

第１５条 個人情報の消去及び廃棄は、当該個人情報の利用目的が終了した後、合理的な期間内に、外

部流出の危険を防止する適切な方法により行うものとする。 

 

（教育） 

第１６条 個人情報管理者は、当法人事務局職員に対し、個人情報の保護について継続的かつ定期的に

教育、訓練を行うものとする。  

 

（監査） 

第１７条 個人情報管理者は、個人情報の保護の状況について定期的に監査を行うものとする。  

 

（危機管理） 

第１８条 当法人の業務に従事する者は、次の場合は直ちに、その旨を個人情報管理者に報告しなけれ

ばならない。 

（１）情報の漏えい等の事実又はそのおそれがあることを知った場合 

（２）法令及びこの規程に違反する事実又はそのおそれがあることを知った場合 

２ 個人情報管理者は、前項の報告を受けた場合は、速やかに適切な措置を講じなければならない。 

 

（苦情及び相談） 

第１９条 個人情報管理者は、個人情報の取扱いに関する苦情及び相談に対応する相談窓口を設置する

ものとする。 

 

（見直し） 

第２０条 個人情報管理者は、監査及び苦情、相談等の状況に照らして、この規程及び体制の見直しを

行う。 

 

（規程の変更等） 

第２１条 この規程の改正等は、理事会の決議を経て行う。  

 

（委任） 

第２２条 この規程に定めるもののほか、当法人の個人情報の保護に関し必要な事項は理事会で定める。 

 

附則 この規程は、当法人の登記が行われた日から施行する。 

 

 

 


